
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックの側部に配設されて側方からの衝撃に対して乗員の胸部と頭部を保護する
サイドエアバッグ装置であって、

頭部保護部分を、頭部に対応する部分で後方
に張り出し部を有する形状とするとともに、頭部に対応する部分の前後方向略中央位置に
ほぼ上下方向の仕切り手段を設け

ことを特徴とするサイ
ドエアバッグ装置。
【請求項２】
　仕切り手段を下方から上方に開くＶ字状に設けたことを特徴とする請求項１記載のサイ
ドエアバッグ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車の衝突時の衝撃から乗員を保護するエアバック装置に関し、特に側方から
の衝撃に対して乗員の胸部と頭部を保護するサイドエアバッグ装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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エアバッグは、基部と基部から乗員の頭部の側部に向け
て略上方に膨張展開する頭部保護部分と基部から乗員の胸部の側部に向けて略前方に膨張
展開する胸部保護部分とを有する形状とし、

、頭部保護部分に向かうガス流れが前半部に向かうもの
と後半部に向かうものに分離されて頂部付近で合流するようにした



車体側方からの衝撃に対して乗員の胸部と頭部を保護するサイドエアバッグ装置は、例え
ば特開平８－２７３６９３号公報に開示されているように、エアバッグとエアバッグ内に
所要時にガスを吹き出すインフレータとを筐体内に収納したものを、シートバックの一側
部、即ちシート上に座った乗員の後方一側部に配設して構成されており、図４に示すよう
に、側突時にインフレータからの噴出ガスによってエアバッグ２１がシートバック２２の
上部一側部から前方及び上方に向けて膨張展開し、乗員の胸部及び頭部の各側部を保護す
るように構成されている。
【０００３】
ところで、図４に示したようなエアバッグ２１では、乗員が座るシートを後方に位置調整
した場合に、エアバッグ２１の膨張展開時にその後部がシートベルト装置のショルダアン
カ２４から繰り出されているシートベルト２３と干渉し、エアバッグ２３が仮想線で示す
ように前方に振られ、頭部の保護エリアを十分確保できない場合が発生する恐れがあると
いう問題があった。
【０００４】
このような問題を解消するものとして、例えば特開平９－１２３８６４号公報や特開平１
０－２８７１９５号公報等において、エアバッグのシートベルトと干渉する可能性のある
部分を抉るとともに頭部保護部分を後方に張り出させたものが開示されている。図５を参
照して、上記特開平９－１２３８６４号公報に開示された一例を説明すると、図示例では
、エアバッグの膨張展開時に腕を撥ね上げる恐れがないように、筐体２５に頭部保護用エ
アバッグ２６と胸部保護用エアバッグ２７が個別に装着され、その頭部保護用エアバッグ
２６は、全体として前方に向けて僅かに傾斜した状態で上方に膨出されるとともに、その
中間部分の後部がシートベルト２３との干渉を避けるように大きく抉られるとともにその
上部の頭部保護部分が後方に大きく張り出されている。
【０００５】
このような構成においては、側方からの衝撃によってインフレータが作動することによっ
て頭部保護用エアバッグ２６内に向けて噴出したガスは、矢印の如くまず斜め前方上方に
流れ、頭部保護部分の前部から後向きに方向を転換して頭部保護部分の後部に流れ込み、
シートベルト２３との干渉を避けた膨張展開状態となって頭部が保護され、同時に胸部保
護用エアバッグ２７も前方に膨張展開して胸部が保護される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、図５に示したような構成のサイドエアバッグ装置においては、頭部保護用エア
バッグ２６の膨張展開時に、噴出ガスが頭部保護部分の前部で方向転換してから後部に流
れるので、頭部保護部分の後部が所定の膨張状態になるのに遅れを生じる恐れがあり、ま
た頭部保護用エアバッグ２６の膨張展開時にその頭部保護部分の後方への出っ張り部分が
シートベルト２３に引っ掛かる恐れがあって、特にその場合には所要のタイミングで適正
な展開状態とならない可能性が高く、頭部保護が十全でない場合が生じる恐れがあり、一
方逆に円滑に膨張展開した場合には、ガス流れが頭部保護部分の後部に衝突し、その慣性
力によって頭部保護エアバッグが後方に位置振れしてしまい、頭部を適正に保護できない
場合が生じる恐れがあるという問題がある。
【０００７】
本発明は、上記従来の問題点に鑑み、膨張展開時にシートベルトと干渉した場合でも悪影
響を受けずに確実に頭部を保護できるサイドエアバッグ装置を提供することを目的とする
。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明のサイドエアバッグ装置は、シートバックの側部に配設されて側方からの衝撃に
対して乗員の胸部と頭部を保護するサイドエアバッグ装置であって、

頭部保護
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エアバッグは、基部
と基部から乗員の頭部の側部に向けて略上方に膨張展開する頭部保護部分と基部から乗員
の胸部の側部に向けて略前方に膨張展開する胸部保護部分とを有する形状とし、



部分を、頭部に対応する部分で後方に張り出し部を有する形状とするとともに、頭部に対
応する部分の前後方向略中央位置にほぼ上下方向の仕切り手段を設け

ものである。なお、仕切り手段は、エアバッグの両側の袋布の間に整流布を
配設して構成しても、両側の袋布を縫い合わせた縫い線で構成してもよい。
【０００９】
　これによると、

仕切り手段 部に向かうガス流れが整流され 頭部
保護部分の展開挙動にぶれが生じず、安定した膨張展開が確保され、また頭部保護部分に
向かうガス流れが前半部に向かうものと後半部に向かうものに分離され、頂部付近で合流
するので、乗員が座るシートを後方に位置調整して頭部保護部分の後部にシートベルトが
干渉する場合でも、頭部保護部分の後半部に向けて流れるガス流れに時間的な遅れを生じ
難く、かつ後方に張り出し部を有しているので、シートベルトの干渉によって頭部保護部
分が前方に位置振れした場合でも頭部が有効に保護される。
【００１０】
また、仕切り手段を下方から上方に開くＶ字状に設けると、頭部保護部分の後半部に向か
うガス流れがより強く後方に向けてガイドされるので、後半部に向かうガス流れに時間的
な遅れがより生じ難くなり、シートベルトの干渉時により確実に頭部が有効に保護される
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のサイドエアバッグ装置の一実施形態について、図１、図２を参照して説明
する。
【００１２】
図１において、１はシートバック２の側部に配設されたサイドエアバッグ装置であり、そ
のエアバッグ３が折り畳み状態でインフレータ（図示せず）とともに筐体４内に配置され
ている。このサイドエアバッグ装置１は、側突時に側方からの衝撃を受けると、インフレ
ータからガスが噴出し、エアバッグ３が前方及び上方に膨張展開して、仮想線で示す乗員
Ｍの胸部及び頭部の側方を保護するように構成されている。
【００１３】
エアバッグ３は、シート上に座った乗員Ｍの肩部ないし腋下部の後部の基部５と、基部５
から乗員Ｍの頭部の側部に向けて略上方に膨張展開する頭部保護部分６と、基部５から乗
員Ｍの胸部の側部に向けて略前方に膨張展開する胸部保護部分７とを有する形状に構成さ
れている。頭部保護部分６は、頭部に対応する部分で後方に張り出し部８を有する形状に
形成され、頭部保護部分６の頂部には先端に向かって細くなるくさび形状部９が形成され
ている。胸部保護部分７は、基部５から略半長円状に形成されるとともに頭部保護部分６
とは円弧状に滑らかに接続されている。
【００１４】
エアバッグ３の頭部保護部分６には、頭部に対応する部分の前後方向略中央位置にほぼ上
下方向の仕切り手段１０が設けられている。この仕切り手段１０は、図１（ｂ）に示すよ
うに、エアバッグ３の両側の袋布３ａ、３ｂの間に、下方から上方に開くＶ字状整流布１
１を配設して構成されている。このＶ字状整流布１１は、２枚の布をＶ字状に配設しても
、図示の如く１枚の布をＶ字状に折り曲げて配設してもよい。
【００１５】
以上の構成において、側方からの衝撃によってインフレータが作動すると、その噴出ガス
によって、エアバッグ３の頭部保護部分６と胸部保護部分７が基部５から略上方と略前方
にそれぞれ膨出展開する。その際に、頭部保護部分６の頂部に向かうガス流れは、図１に
矢印で示すように、仕切り手段１０で前半部と後半部に分離されるとともに整流されて流
れるので、頭部保護部分６の展開挙動にぶれが生じず、安定した膨張展開が確保される。
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、頭部保護部分に向
かうガス流れが前半部に向かうものと後半部に向かうものに分離されて頂部付近で合流す
るようにした

側方から衝撃を受けると、エアバッグの胸部保護部分及び頭部保護部分
がそれぞれ前方及び上方に膨張展開して乗員の胸部と頭部の側方を保護するとともに、そ
の頭部保護部分において、 で頂 ることで、



かくして、図１及び図２に実線で示すように、乗員Ｍの腕を跳ね上げる恐れがなくかつ展
開した頭部保護部分６と胸部保護部分７にてそれぞれ乗員Ｍの頭部と胸部が共に安定的に
保護される。
【００１６】
また、乗員Ｍが座るシートを後方に位置調整した時に、図２に破線で示すようにショルダ
アンカ１４から繰り出されたシートベルト１３がエアバッグ３の後部に干渉する場合でも
、頭部保護部分６に向かうガス流れが、上記のように前半部に向かうものと後半部に向か
うものに分離されて頂部付近で合流するので、頭部保護部分６の後半部に向けて流れるガ
ス流れに時間的な遅れを生じ難く、また頭部保護部分６の頂部をくさび形状部９としてい
るので、その膨張展開時にシートベルト１３に引っ掛かる恐れを軽減できて確実にかつ円
滑に膨張展開させることができ、かつ頭部保護部分６に後方に張り出し部８を有している
ので、図２の仮想線で示すように、頭部保護部分６がシートベルト１３の干渉によって多
少前方に位置振れされても、頭部が有効に保護される。
【００１７】
また、本実施形態では、仕切り手段１０を下方から上方に開くＶ字状整流布１１にて構成
しているので、頭部保護部分６の後半部に向かうガス流れがより強く後方に向けてガイド
されるので、後半部に向けて流れるガス流れに時間的な遅れがより生じ難くなり、シート
ベルト１３の干渉時に頭部がより確実に有効に保護される。
【００１８】
上記実施形態では、仕切り手段１０としてエアバッグ３の両側の袋布３ａ、３ｂ間にＶ字
状整流布１１を配設した例を示したが、より簡単な他の実施形態として、図３に示すよう
に平面状整流布１２を配設してもよい。ただし、Ｖ字状整流布１１の方が、ガス流れが頭
部保護部分６の後半部分に向けてより強くガイドされるので後半部分のガス回りの時間遅
れを無くすことができる。
【００１９】
さらに、整流布１１、１２に代えてエアバッグ３の両側の袋布３ａ、３ｂをＶ字状又は直
線状に縫い合わせた縫い線にて仕切り手段１０を構成してもよい。
【００２０】
【発明の効果】
　本発明のサイドエアバッグ装置によれば、以上のように

頭部保護部分を、頭
部に対応する部分で後方に張り出し部を有する形状とするとともに、頭部に対応する部分
の前後方向略中央位置にほぼ上下方向の仕切り手段を設けたので、仕切り手段で頭部保護
部分の頂部に向かうガス流れが整流されて頭部保護部分の展開挙動にぶれが生じず安定し
た膨張展開が確保され、また頭部保護部分に向かうガス流れが前半部に向かうもの後半部
に向かうものに分離され、頂部付近で合流するので、頭部保護部分の後部にシートベルト
が干渉した場合でも、頭部保護部分の後半部に向けて流れるガス流れに時間的な遅れを生
じ難く、かつ後方に張り出し部を有しているので、シートベルトの干渉によって頭部保護
部分が前方に位置振れする場合でも頭部が有効に保護される。
【００２１】
また、仕切り手段を下方から上方に開くＶ字状に設けると、頭部保護部分の後半部に向か
うガス流れがより強く後方に向けてガイドされるので、後半部に向けて流れるガス流れに
時間的な遅れがより生じ難くなり、シートベルトの干渉時により確実に頭部が有効に保護
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のサイドエアバッグ装置の一実施形態を示し、（ａ）はエアバッグの膨張
展開状態を示す側面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図２】同実施形態におけるシート位置を異ならせた時のエアバッグの膨張展開状態の説
明図である。
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エアバッグは、基部と基部から
乗員の頭部の側部に向けて略上方に膨張展開する頭部保護部分と基部から乗員の胸部の側
部に向けて略前方に膨張展開する胸部保護部分とを有する形状とし、



【図３】本発明のサイドエアバッグ装置の他の実施形態におけるエアバッグの膨張展開状
態を示す側面図である。
【図４】従来例のサイドエアバッグ装置におけるエアバッグの膨張展開状態を示す側面図
である。
【図５】他の従来例のサイドエアバッグ装置におけるエアバッグの膨張展開状態を示す側
面図である。
【符号の説明】
１　サイドエアバッグ装置
２　シートバック
３　エアバッグ
６　頭部保護部分
８　張り出し部
１０　仕切り手段
１１　Ｖ字状整流布
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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